
先行類似例（沖縄県内４村の入域に対する課税）との差異について

先行類似例である沖縄県内４村は、村域が島しょ部のみであるのに対して、宮島町は廿日市市の一部区域であって、
市民であるか否かを問わず入域する者には課税する制度設計とされており、次のような差異がある。

○ 航路の性質及び運航状況について
・ 宮島と宮島口を結ぶ宮島航路は、沖縄県内４村と本島をつなぐ航路と異なり、生活航路（※１）に指定されている。
・ 沖縄県内４村と本島をつなぐ運航が１日１～２往復（片道55分～120分）であるのに対して、宮島⇔宮島口では
約５０往復（片道10分）運航され、通勤通学で頻繁に往来する者は1日あたり約1,000人（※２）、うち宮島町の区域の
住民で町外に通勤通学する者が250人程度存在すると推計される。

⇒ 宮島町の区域の住民等による通勤通学・買物・通院等の生活に必要な往来頻度が高いと言えるのではないか。
※１ 生活航路とは、離島等の住民が日常生活・社会生活を営むために必要な輸送が確保されるべき区間として、国土交通大臣が指定する。
※２ H17国勢調査（合併前）によると、宮島町（当時）から町外へ通勤通学する者が253人、町外から同町へ通勤通学する者が678人であった。
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廿日市市宮島町 伊是名村 伊平屋村 渡嘉敷村 座間味村

人口 / 観光客数 1,674 / 約465万人 1,517 / 約3.6万人 1,238 / 約2.6万人 730 / 約10.2万人 870 / 約9.9万人

人口に対する年間入
域観光客の比率

約2,778倍 約24倍 約21倍 約139倍 約114倍

注 人口は平成27年度国勢調査、観光客数は廿日市市は検討委員会報告書、沖縄４村は離島関係資料（沖縄県ホームページ公表資料）による令和元年度の実績

○ 区域人口に対する入域観光客数について
・ 宮島への訪問者は、最も多いときで１日５万人超、年間で区域人口の約2,778倍に相当する入域観光客数があり、
沖縄県内４村とは大きな開きがある。

⇒ 受入れ環境の整備や交通渋滞対策など住民以外の来訪により発生する行政需要も、４村と比較して相当程度
大きくなるとの市の主張にも、一定の合理性があると言えるのではないか。

廿日市市宮島町 伊是名村 伊平屋村 渡嘉敷村 座間味村

1日の運行回数 / 片
道所要時間

約50往復 / 10分 2往復 / 55分 2往復 / 80分 1往復 / 70分 1往復 / 120分

片道料金 180円 1,840円 2,480円 1,690円 2,150円
注 JR西日本宮島フェリー及び沖縄４村のホームページ参照



【参考】 「宮島訪問税」と先行類似例（沖縄県内４村の入域に対する課税）との比較

宮島訪問税 沖縄県内4村の入域に対する課税

種 別 法定外普通税 法定外目的税

課 税 客 体

船舶により宮島町の区域に訪問をする行為
※ 条例では、「訪問」は、宮島町以外の区域から宮島町の区域に入
域することをいう。としつつ、併せて、「訪問者」について、宮島町の区
域内の住民や通勤通学者以外の訪問をする者である旨を定義して
いる。

旅客船等により当該村（＝島）へ入域する行為

課 税 標 準 船舶により宮島町の区域への訪問をする回数 旅客船等により各村へ入域する回数

税 の 使 途 － 環境美化、環境保全及び観光施設の維持整備

納 税 義 務 者

訪問者
訪問者とは、旅客船舶により訪問をする旅客その他の者（旅客船舶
の乗員を除く。）又は旅客船舶以外の船舶により訪問をする者であっ
て、宮島町の区域の住民その他これに準ずる者として次に掲げるも
の以外のものをいう。
(1) 宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者
(2) 宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童、幼児等

旅客船等により各村へ入域する者

税 率

・ 訪問者が訪問をするごとに１人１回につき100円
・ １年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者１人
１年ごとに500円

１回の入域につき100円

非 課 税 事 項 未就学児、修学旅行等の参加者、障害者 障害者・高校生以下（※）は課税免除
※ 渡嘉敷村・座間味村は、中学生以下

税 収 見 込 （平年度） 約３００百万円 （平年度） 約２百万円～１０百万円

徴収費用見込額 （平年度） 約３０百万円 （平年度） 約０．１百万円～０．３百万円

課税を行う期間 条例施行後５年を目途に見直しを行うこととする規定あり 条例施行後、必要に応じて見直しを行うこととする規定あり
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地方税法上の位置付け（特定の区域に対する課税について）

○ 不均一課税について
特定の場合に、一定の範囲に限り条例によって一般の税率とは異なる税率で課税することとされ、地方税法第６条

第２項で「公益上その他の事由に因り必要があると認められる場合」、第７条で「その一部に対して特に利益がある
事件に関して」不均一の課税をすることができるとされている。

○ 都市計画税
都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必

要となる費用に充てるため課税しており、都市計画区域外の土地等には課税されない。

○ 「宮島訪問税」は、「船舶により宮島町の区域に訪問をする行為」を課税客体とし、「訪問者」に対して

課税するものとしたうえで、 「訪問者」の定義からは、（廿日市市民のうち）宮島町の区域の住民や、

本土側に住みながら宮島区域に通勤通学する者は除いているものである。

したがって、必ずしも区域に着目して課税、非課税を分けているものではない。

地方税法（抄）
（都市計画税の課税客体等）

第七百二条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費
用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの（以下この項において「都市
計画区域」という。）のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域（当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都
市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域）内に所在する土地及び家屋に
対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。・・・（後略）
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地方税法（抄）
（公益等に因る課税免除及び不均一課税）

第六条
２ 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
（受益に因る不均一課税及び一部課税）

第七条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
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【参考】
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【参考】



検討
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１号要件（国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること）について

① 課税標準

宮島訪問税の課税標準は、「船舶により宮島町の区域への訪問をする回数」であるが、国税又は他の地方税の中

に、これと課税標準を同じくするものがあるとは認められないのではないか。

② 住民負担

税額が１人１回100円と少額であり、住民の負担が著しく過重となるとは認められないのではないか。

したがって、本税は「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること」には

該当しないと考えられる。

２号要件（地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること）について

本税は「物」を課税対象としていないことから、内国関税的な税ではなく、また、本税は観光客等の移動に課されるこ

ととなるが、「物の流通」に重大な障害を与えるとは認められないのではないか。

したがって、本税は「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること」には該当しないと考えられる。
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３号要件（国の経済施策に照らして適当でないこと）について

以上を踏まえて、「宮島訪問税」は、同意基準に照らして、不同意となる各号に該当すると認められる
部分はないと考えられる。

宮島町の区域内の住民等は、そもそも課税客体となる行為を行わない者との位置づけで課税対象となっておら
ず、「減免」によって課税されないものではない。
このため、地方税法上の減免規定の趣旨に反し、適当でないとは言えないのではないか。

論点１ 地方税法（法定外普通税の減免規定）への違反性はないか。

本税の課税客体である「訪問をする行為」において、宮島町の住民等は当該行為を行わない者と位置づけられ
ており、その結果として課税対象外とされているものであることを踏まえれば、同一の行為に対して合理的な理由
なく課税と非課税が混在する場合のような課税の不公平の問題は生じていないと言えるのではないか。

その上で、課税客体の適切な把握（訪問者とそれ以外を、実務上明確に区別できるか）については、市は、証明
書の発行等によって訪問者とそれ以外を明確に区別するとともに、乗船券の発行や改札業務においても区別する
方法を一定のコストを負担して実行するとしており、客体把握の公平性も保たれると考えられるのではないか。

論点２ 公平性の観点から、外部からの来訪者に限って課税することが適当か。

本税は、訪問者に該当する限り、廿日市市の住民税等を負担しているか否かにかかわらず、課税されるもので
あり、法定税を負担していないことを理由に課税するものではない。また、税額も100円と比較的少額であり、他団
体の課税権に影響を及ぼすものではないと考えられる。
したがって、課税権の適切な配分との関係においても、適当でないとは言えないのではないか。

論点３ 「島外からの来訪者に負担を求める」仕組みと課税権の配分との関係。

以上のことから、本税は「国の経済施策に照らして適当でない」とは言えないのではないか。

本税の課税客体は、先行類似例（沖縄県内4村の入域に対する課税）のように当該区域へ「入域する行為」ではな
く、当該区域に「訪問をする行為」とされている。
さらに、納税義務者となる「訪問者」（当該行為を行う者）の定義として、訪問する旅客その他の者等であって、宮島

町の区域内の住民その他これに準ずる者（以下「宮島町の区域内の住民等」という。）以外の者としている。
３号要件に関し、地方税法に基づく租税政策との関連の観点から、こうした課税案について、以下の論点について

検討する。
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廿日市市への照会と回答（別添）



「宮島訪問税」制度の概要

課 税 団 体 広島県廿日市市

税 目 名 宮島訪問税（法定外普通税）

徴 収 方 法 特別徴収・申告納付

課 税 客 体
船舶により宮島町の区域に訪問をする行為
※ 条例では、「訪問」は、宮島町以外の区域から宮島町の区域に入域することをいう。としつつ、併せて、「訪問者」
について、宮島町の区域内の住民や通勤通学者以外の訪問をする者である旨を定義している。

課 税 標 準 船舶により宮島町の区域への訪問をする回数

納 税 義 務 者

訪問者

税 率
・ 訪問者が訪問をするごとに１人１回につき100円
・ １年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者１人１年ごとに500円

非 課 税 事 項

・ 未就学児
・ 学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動等に参加している

者並びにその引率者及び付添人
・ 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳を交付されている障害者

税 収 見 込 （初年度） 約２億円 （平年度） 約３億円

徴収費用見込額 （導入前）約４．７億円 （初年度）約０．５億円 （平年度）約０．３億円

課税を行う期間 条例施行後５年を目途に見直しを行うこととする規定あり

訪問者とは、旅客船舶により訪問をする旅客その他の者（旅客船舶の乗員を除く。）又は旅客船舶以外の船舶によ
り訪問をする者であって、宮島町の区域の住民その他これに準ずる者として次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者
(2) 宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童、幼児等

※ 令和５年春を目途に徴収開始の準備を進めていくが、新型コロナウイルス感染症の収束状況等を考慮した上で
施行期日を決定することとしている。（法定外普通税新設協議書より）

5/18御説明資料再掲
※課税客体一部追記
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宮島訪問税の徴収方法について

通常の納税義務者 課税対象外の者（住民等）及び年払いの者

①一般的な乗船券 券売機で、“運賃+税”の券を購入
券売機で、“運賃のみ”の券を購入
※ 「課税対象外・年払い証明書」を券売機にかざした場

合のみ購入可能（購入後30分間は２枚目購入不可）

②回数券（運賃のみ
販売）

券売機で“税のみ”の券を購入し、回数券を有人改
札又は有人の券売窓口に提示

有人改札で回数券と「課税対象外・年払い証明書」を提
示し、改札を通過

③ＩＣカード 改札で“運賃+税”分を引き去り
改札で「課税対象外・年払い証明書」を係員に提示し、
“運賃のみ”を引き去り

④企画チケット等
（事前購入）

券売機で“税のみ”の券を購入し、企画チケットを
有人改札又は有人の券売窓口に提示

有人改札で企画チケットと「課税対象外・年払い証明
書」を提示し、改札を通過

⑤定期券
―

（定期券所有者で課税対象となる者については、
年払いを促す）

改札で「課税対象外・年払い証明書」を係員に提示し、
通過

⑥団体客 “運賃+税”を団体ごとにまとめて支払い

―
（仮に団体の中に「課税対象外・年払い証明書」を所持
している者がいた場合、確認の上、その者については
運賃分のみ負担）

⑦車両（運転手） 券売機で“運賃（車両）+税”の券を購入
券売機で“運賃（車両）のみ”の券を購入
※ 「課税対象外・年払い証明書」を券売機にかざした場

合のみ購入可能（購入後30分間は２枚目購入不可）

運賃支払方法
納税義務者等

【定期船】

【不定期船】

○ 船舶事業者が、料金と一緒に徴収。
【個人船による来島】
○ 港湾施設（桟橋）を利用して入域する場合（桟橋の利用申請が必要）には、利用申
請の際に特別徴収。

○ 港湾施設を利用しないで入域する場合には、申告納付により税を徴収。 10
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法定外税の同意要件について

１号要件（国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること）について

① 課税標準

宮島訪問税の課税標準は、「船舶により宮島町の区域への訪問をする回数」であるが、国税又は他の地方税の中

に、これと課税標準を同じくするものがあるとは認められないのではないか。

② 住民負担

税額が100円と少額であり、住民の負担が著しく過重となるとは認められないのではないか。

このことから、本税は「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること」には

該当しないと考えられるのではないか。

本税は「物」を課税対象としていないことから、内国関税的な税ではないのではないか。また、本税は観光客等の

移動に課されることとなるが、「物の流通」に重大な障害を与えるとは言えないのではないか。

したがって、本税は「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること」には該当しないと考えられるのではな

いか。

「経済施策」には、租税施策も含まれるところ、租税施策に照らして適当でないかという観点では、以下の論点がある

のではないか。

・論点１ 地方税法（法定外普通税の減免規定）への違反性はないか。

・論点２ 公平性の観点から、外部からの来訪者に限って課税することが適当か。

・論点３ 「島外からの来訪者に負担を求める」仕組みと課税権の配分との関係。

２号要件（地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること）について

３号要件（国の経済施策に照らして適当でないこと）について
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